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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 4 年 3 月 2 5 日 ( 2 0 2 2 . 3 . 2 5 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 体 腔 内 を 撮 像 す る た め の 手 術 補 助 具 で あ っ て 、 該 手 術 補 助 具 は 、
　 Ｎ 個 の 撮 像 部 と 、
　 各 々 の 撮 像 部 を 保 持 す る 保 持 部 と 、
　 基 材 と 、
を 含 み 、
　 Ｎ は ３ 以 上 の 整 数 で あ り 、
　 Ｎ 個 の 撮 像 部 を 保 持 し た 各 々 の 保 持 部 を 通 過 す る Ｎ 個 の 仮 想 線 が 、
　 略 並 行 で 、 且 つ 、
　 基 材 あ る い は 保 持 部 が 形 成 す る 仮 想 平 面 に 対 し 略 鉛 直 と な る 時 、
の 配 置 を 基 準 線 と し た 時 に 、
　 各 々 の 撮 像 部 は 、 各 々 の 保 持 部 を 通 過 す る 基 準 線 に 対 し て ０ 度 以 上 １ ０ 度 以 下 の 角 度 で  
外 側 を 向 く よ う に 配 置 さ れ て い る 、
手 術 補 助 具 。
【 請 求 項 ２ 】
　 保 持 部 が 、 基 材 を 貫 通 す る 貫 通 孔 と し て 形 成 さ れ て い る 、
請 求 項 １ に 記 載 の 手 術 補 助 具 。
【 請 求 項 ３ 】
　 保 持 部 が 、 基 材 の 外 周 面 に 形 成 さ れ た 切 り 欠 き と し て 形 成 さ れ て い る 、
請 求 項 １ に 記 載 の 手 術 補 助 具 。
【 請 求 項 ４ 】
　 撮 像 部 が 、 基 材 に 略 等 間 隔 と な る よ う に 配 置 さ れ て い る 、
請 求 項 ２ ま た は ３ に 記 載 の 手 術 補 助 具 。
【 請 求 項 ５ 】
　 基 材 が 、 略 楕 円 形 状 で あ る 、
請 求 項 ２ ～ ４ の 何 れ か 一 項 に 記 載 の 手 術 補 助 具 。
【 請 求 項 ６ 】
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　 保 持 部 が 、 基 材 と は 別 体 と し て 形 成 さ れ て い る 、
請 求 項 １ に 記 載 の 手 術 補 助 具 。
【 請 求 項 ７ 】
　 Ｎ 個 の 撮 像 部 の 少 な く と も １ つ の 角 度 が 可 変 で あ る 、
請 求 項 １ ～ ６ の 何 れ か 一 項 に 記 載 の 手 術 補 助 具 。
【 請 求 項 ８ 】
　 基 材 と は 別 体 と し て 形 成 さ れ た 保 持 部 が 、 基 材 に 対 し て 回 動 可 能 に 形 成 さ れ て い る 、
請 求 項 ６ に 記 載 の 手 術 補 助 具 。
【 請 求 項 ９ 】
　 基 材 が 、 可 撓 性 部 材 で 形 成 さ れ て い る 、
請 求 項 １ ～ ８ の 何 れ か 一 項 に 記 載 の 手 術 補 助 具 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 各 々 の 撮 像 部 が 、 各 々 の 保 持 部 を 通 過 す る 基 準 線 に 対 し て 、 ５ 度 以 上 １ ０ 度 以 下 の 角 度  
で 基 材 の 外 側 を 向 く よ う に 配 置 さ れ て い る 、
請 求 項 １ ～ ９ の 何 れ か 一 項 に 記 載 の 手 術 補 助 具 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 請 求 項 １ ～ １ ０ の 何 れ か 一 項 に 記 載 の 手 術 補 助 具 と 、
　 撮 像 部 か ら 得 ら れ た 画 像 を 合 成 す る 画 像 処 理 部 と 、
を 含 む 、 手 術 支 援 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 画 像 処 理 部 で 処 理 し た 画 像 を 表 示 す る 表 示 部 を 更 に 含 む 、
請 求 項 １ １ に 記 載 の 手 術 支 援 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 手 術 支 援 シ ス テ ム に 用 い る プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 請 求 項 １ ３ に 記 載 の プ ロ グ ラ ム で あ っ て 、
　 プ ロ グ ラ ム は 、 手 術 中 に 任 意 の 撮 像 部 が 手 術 器 具 を 撮 像 し た 場 合 、
　 他 の 撮 像 部 で 撮 像 し た 画 像 、 ま た は 、
　 手 術 器 具 の 撮 像 を 検 知 す る よ り 前 に 撮 像 し た 体 腔 内 の 画 像 、
に 基 づ き 、 表 示 部 に 手 術 器 具 が 表 示 さ れ な い よ う に 画 像 処 理 を 行 う 、
プ ロ グ ラ ム 。
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